
～土壌汚染対策法について～ 
 

【目的】 

土壌汚染の状況の把握、土壌汚染による人の健康被害の防止に関する措置等の土壌汚染対策の実施を図ること

により、国民の健康を保護することを目的としています。 

 

【特定有害物質と指定基準】 

 法では土壌に含まれることで人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質として 26 物質（特定有害物質）

が定められています。特定有害物質は、第一種～第三種に分かれています。 

 土壌中の特定有害物質が人に摂取される経路には、「土壌の直接摂取」と「地下水経由の摂取」があり、指定

基準（土壌の汚染状態に関する基準）として直接摂取によるリスクからは土壌含有量基準が、地下水摂取など

によるリスクからは土壌溶出量基準が定められています。 

  

 

 

「土壌汚染対策法のしくみ」環境省・（公財）日本環境協会から抜粋 



【土壌汚染状況調査の義務】 

次の（１）～（３）の場合に、その土地の所有者、管理者、又は占有者（以下、「土地所有者等」）は、環境大臣

が指定する指定調査機関（※）に依頼して土壌汚染状況調査を実施し、市にその結果を報告する義務が生じます。 

 

 

 

 

 

 

（１）水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設の使用の廃止時（法第３条） 

・有害物質使用特定施設の使用が廃止された際の土地の所有者等に土壌汚染状況調査の義務が発生します。 

・ただし、有害物質使用特定施設の使用が廃止される場合であっても、土地の利用の方法からみて、土壌汚

染による健康被害が生ずるおそれがないと市の確認を受けた場合には、調査義務が免除されます（利用の

方法が変更され、当該確認が取り消された場合には、再度調査義務が発生します）。 

 

（２）一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市が認めるとき（法第３,４条） 

①有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査が一時的に免除されている土地 

（ただし書確認を受けている土地）（法第３条７項） 

  ・900 ㎡以上の土地の形質の変更を行う際は土地の所有者等があらかじめ届出を行う必要があり、その際土

壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。 

 

②有害物質使用特定施設を設置している工場・事業場の土地（法第４条１項） 

③有害物質使用特定施設の使用廃止に係る土壌汚染状況調査義務のある土地（①を除く）（法第４条１項） 

・900 ㎡以上の土地の形質の変更を行おうとするものは着手日の 30 日前までに届出を行う必要があります。 

・届出があった土地について、市が土壌汚染のおそれ（※）があると認めるときは、土地の所有者等に土壌

汚染状況調査の実施命令が発出されます。 

 

④上記①～③以外の土地（法第４条１項） 

・3000㎡以上の土地の形質の変更を行おうとするものは着手日の30日前までに届出を行う必要があります。 

・届出があった土地について、市が土壌汚染のおそれ（※）があると認めるときは、土地の所有者等に土壌

汚染状況調査の実施命令が発出されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市が認めるとき（法第５条） 

※指定調査機関 

土壌汚染状況調査等を行うために環境大臣によって指定された調

査機関で、環境省ＨＰから検索できます 

※土壌汚染のおそれの判断方法 

以下の（ア）～（オ）の基準に該当する土地かどうかを、判断します（規則第２６条各号） 

（ア）特定有害物質による汚染が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しないことが明らかな土地 

（イ）特定有害物質が埋められ、飛散し、流出し、地下に浸透していた土地 

（ウ）特定有害物質を製造・使用・処理していた土地 

（エ）特定有害物質が貯蔵・保管されていた土地 

（オ）その他（イ）から（エ）までと同等程度に特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認めら

れる場合 

 



 

【区域の指定・解除】 

次の（１）、（２）の場合に、市は区域指定を行います。 

（１） 前頁の３つの義務により実施した土壌汚染状況調査の結果、指定基準を超過した場合 

（２） 自主調査により土壌汚染が判明した（指定基準を超過した）場合において、土地所有者等が市に区域

の指定を申請（法第１４条）し、その調査が適切と認められる場合 

 

区域指定は健康被害が生ずるおそれの有無（※）に応じて、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 要措置区域 形質変更時要届出区域 

指 

定 

要 

件 

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害

が生ずるおそれがあるため、汚染の除

去等の措置が必要な区域（法第６条） 

土壌汚染の摂取経路が無く、健康被害が生

ずるおそれがないため、汚染の除去等の措

置が不要な区域（摂取経路の遮断が行われ

た区域を含む）（法第１１条） 

規 

制 

・汚染の除去等の措置を市が指示（法第

７条） 

・土地の形質の変更の原則禁止（法第９

条） 

・土地の形質の変更時に市に計画の届出

が必要（法第１２条） 

（形質の変更に着手する日の１４日前ま

でに） 

・汚染の除去等の措置を講ずる必要はな

い 

指 

定 

解 

除 

・汚染の除去が行われた場合は指定を解

除 

・摂取経路の遮断が行われた場合は、指

定を解除し、形質変更時要届出区域に指

定（法第６条） 

汚染の除去が行われた場合には指定を解

除（法第１１条） 

※健康被害が生ずるおそれの有無の考え方 

○周辺の土地において地下水の飲用等があるかどうか 

○人が立ち入ることができる土地かどうか 

 

○土壌汚染状況調査から区域指定・解除までの流れ 



【指定状況に関して】 

要措置区域又は形質変更時要届出区域が指定された場合、それぞれの区域の情報が記載された台帳を作成し

ています。台帳は佐賀市環境保全課で閲覧することができます。（法第１５条） 

また、指定状況に関してはホームページでも公開しています。 

 

【汚染土壌の搬出時の規制】 

要措置区域や形質変更時要届出区域（以下、「要措置区域等」）内から汚染土壌を搬出する場合には、次の

（１）～（４）の義務があります。 

（１）事前の届出義務 

 ・搬出に着手する１４日前までに市に届出が必要です。（法第１６条） 

（２）運搬基準の遵守義務 

 ・汚染土壌の運搬とは、要措置区域等内の汚染土壌を、当該要措置区域等の境界線を越えるところから

汚染土壌処理施設まで移動させる行為全て該当します。 

 ・運搬方法は問いませんが、自動車・船舶・列車等の車両の両側面に汚染土壌を運搬している旨を表示

しなければなりません。 

（３）管理票の交付・保存義務 

  ・汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する場合で、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、運

搬又は処理が適正になされたかどうかを後から確認できるよう、汚染土壌の引渡しと同時に運搬の受託

者に対し、管理票を交付する必要があります。 

 ・管理票は定まった様式があります。（規則第６７条第２項の様式第１９） 

 

（４）汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者（※）に委託し

なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※汚染土壌処理業者 

要措置区域等から搬出される汚染土壌の処理を業として営む者で、

営業に当たっては、市の許可が必要です（法第２２条）。 

問い合わせ先及び届出窓口 

佐賀市 環境保全課 環境保全係 

〒849-0917  

佐賀市高木瀬町大字長瀬 2563 番地 1

（旧清掃センター ２階） 

電話：０９５２－３０－２４３６ 

ＦＡＸ：０９５２－３０－２４３９ 

令和４年３月作成 


